
昭

和

六

十

年

一

月

十

一

日

受
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答

弁

第

一

二

号 
   

衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
茨
城
県
猿
島
郡
境
町
開
発
公
社
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
〇
二
第
一
二
号 

昭
和
六
十
年
一
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
福 

永 

健 

司 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
茨
城
県
猿
島
郡
境
町
開
発
公
社
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
土
地
は
、
財
団
法
人
境
町
開
発
公
社
に
よ
り
、
茨
城
県
が
事
業
主
体
で
あ
る
猿
島
青
少
年
自
然
の 

家
の
建
設
用
地
の
代
替
地
の
用
に
供
す
る
目
的
で
取
得
さ
れ
、
そ
の
買
収
価
格
は
、
同
青
少
年
自
然
の
家
建
設 

用
地
の
買
収
予
定
価
格
、
代
替
地
と
し
て
の
必
要
性
等
の
諸
要
因
を
参
酌
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い 

る
。 

二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
仲
介
手
数
料
は
、
合
意
解
除
さ
れ
た
売
買
契
約
に
係
る
土
地
等
に
つ
い
て
、
当
該
解
除
の
後
別
途

締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
に
係
る
仲
介
手
数
料
と
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
他
の
都
道
府
県
の
公
益
法
人
に
お
い
て
も
、
事
務
局
長
等
が

一
定
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
経
費
の
支
出
に
つ
き
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
例
は
あ

る
と
承
知
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政

指
導
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
が
実
施
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

御
指
摘
の
使
途
不
明
金
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

四 

 




